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第１号 ２０１２年 9 月 5 日   発行：ふるさと豊間復興協議会 

 

害 

 

５月３０日（金）午前１０時に災害公営住宅豊間団地第６号棟の完成式と部屋の鍵の引渡式が現

地で行われました。全戸完成は１0 月で、その日を待つ避難者がまだ多数いますが、震災から、   

３年と２カ月半・・・１日千秋の思いで待っていた災害公営住宅の完成に「復興の姿」がようやく

現われ始めた思いがいたします。 

思えば、この災害公営住宅建設の背景には、ご先祖から引き継がれた大切な土地を手放してくれ

た地権者の御協力と、当時の区長さんを初め行政の担当部門の皆様の働きがあったればこそで、  

深く感謝をいたす次第です。式の市長祝辞の中に、これまでの慣れない環境での避難生活に対する

労いと今後の再出発への励ましの言葉がありました。協議会としても、思いは同じで、帰還された

皆様には、新しい環境の中で隣人同士が相互扶助と協調の精神を大切にし、平穏で明るい生活を送

られますよう祈念いたします。  

ふるさと豊間復興協議会では、６月１６日（月）午後６時から豊間公民

館において、平成２６年度の総会を開催しました。①前年度の事業報告 

（日曜市開催、たよりの発行・ホームページによる情報発信提供、県警へ

の豊間団地入り口の交通信号機設置要望、産業再生のワークショップ等）、

②決算報告、③２６年度の事業計画、④収支予算、⑤役員の改選について

の議案を審議、原案の通り可決され新会長には遠藤守俊豊間区長、新副会

長には小林征武豊間副区長が新たに就任することに決定しました。 

前会長鈴木徳夫氏は、震災で瓦礫化した郷土の中で区長職と会長職

を兼務され、陣頭に立ち強いリーダーシップを発揮されて郷土復興と

協議会の育成に奮闘され、多くの業績を残してくれました。ここに、

その業績とご労苦に対し深く敬意と感謝を申し上げる次第です。 

◆事務局 遠藤光徳 高木俊明 渡邊博之（会計兼務）鈴木基 橋本和彦（理事兼務） 

 

 

 
 

ふるさと豊間復興協議会 ２６年度総会開催。遠藤守俊豊間区長を新会長に選出 

 

内覧会に訪れたみなさん（5月25日） 市長から鍵の引渡式（5月 30 日） 豊間団地６号棟と完成式会場 

災害公営住宅（豊間団地６号棟・３０戸）の入居が開始されました。 

豊間区・ふるさと豊間復興協議会 

〒970-0224 

住所：いわき市平豊間字榎町７３-１ 

TEL･FAX 0246-98-6100 

E-mail：toyoma-fukkou＠sweet.ocn.ne.jp 

http：//furusato-toyoma.jp 

鈴木徳夫前会長の挨拶 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊間・薄磯両地区では、防災緑地に郷土の山野草のＤＮＡを残そうと、 

苗木プロジェクトを起ち上げて、６月１４日（土）９:３０から薄磯地内に 

いわき建設事務所、いわき市都市復興推進課、ＵＲ都市機構の職員、いわき観光大使 

（紅晴美）メンバー、豊間・薄磯地区民ら約５０人が薄磯地内で、木田樹木医先生の指導を 

受けて、ハマナス・ビャクシンの苗木の挿し木作業をしました。 

３年後にはきれいな花が付くそうで、順調に育つことを皆で祈りました。 

復興事業の今後の予定についての説明概要    

６月１６日（月）；ふるさと豊間復興協議会対象；豊間公民館 

６月１８日（水）；兎渡路、合磯地区対象；南集会所 

                  

下記のようにまとめ、協議会会長から住宅課長宛てに報告いたしました。 
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◆土地利用計画の変更について 

◎土地利用計画の変更の縦覧が５月に行われ、県知事の変更認可が７月には行われる予定です。 

◆仮換地の縦覧及び仮換地指定について 

◎土地利用計画の変更を受けて、各地権者の新しい土地の行き先となる仮換地の縦覧が

行われる予定です。縦覧後、地権者のみなさんの了解が得られると、仮換地が新しい

土地になるという指定が行われます。各地権者のみなさんには、案内の通知が行きま

すので、自分の新しい土地がどこになるかを確認してください。 

◆高台等の造成工事について 

 ◎建物基礎の撤去作業が９０％進捗し、いよいよ高台の樹木の伐採工事、土工事に入る

ことになります。南側高台は８月伐採、１０月から土工事、北側高台は、９月から伐

採、年末から土工事に入るとのことです。掘削した土は防災緑地や平場に運ばれます。 

 ◎土地区画整理事業の工事完了は、平成２７年度末になるとのことです。 

◆南側堤防工事について（高さ7.2ｍ） 

◎年度内に、諏訪川河口周辺からいわき病院の辺りまでの工事が行われます。 

延長 １０１１，６ｍ、いわき建設事務所から堀江工業が受注 

◎一部入札不調の区間があるが、早期工事着手を図るとのことです。 

◆北側堤防工事について（高さ7.2ｍ） 

◎６月１０日、関係者３６名の出席のなかで、工事の安全祈願式が行われました。 

小名浜港湾建設事務所から（株）渡辺組（株）常磐開発協力会社が受注 

 
 

 

そ
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◆県道小名浜四倉線の諏訪川に架かる豊間橋は、２ｍ高くするため、掛け替えとなります。 

 下流側に仮橋を設置し、道路も切り回しすることになります。 

◆工事が本格化し重機も多く入りますので、工事エリアの通行には十分にお気を付けください。 

建物基礎の撤去工事が進む 南側の海岸堤防工事箇所 南側海岸堤防工事安全祈願式 



 

≪事務局≫    豊間区、ふるさと豊間復興協議会、ＮＰＯ美しい街住まい倶楽部の３者で構成し

ます。（関係者の方も含め、毎週月曜午前に事務局会議を実施します。） 

≪行政等連絡調整会議≫   福島県、いわき市、ＵＲの各担当課に加わってもらい、毎月、会議

を開催して、目標の実現方法を検討します。 

≪その他≫   仮設店舗の運営者や婦人会の方々にも参加していただきます。 

 

復興庁 「新しい東北」先導モデル事業； 

「６００戸のｺﾐｭﾆﾃｨと産業の再生」の推進について 

昨年度に引き続き、復興庁の先導モデル事業に選定され（４６件）、今年度、次のような活動を進

めてまいりますので、みなさまの参加と協力をお願いします。 

 
土地区画整理（約 60ha）完了後の豊間のコミュニティと産業の再生に向けて、 

全住民の参加と協働の力で取り組む。 

（１）家業から地域協働産業への転換を図る 

（２）特産品づくりに取り組む体制を構築する 

（３）６次産業化 （１次産業+２次産業+３次産業）を推進する 

（４）コミュニティと産業の再生を推進する組織（まちづくり会社）を樹立する 

（５）産業拠点と生活拠点をみんなの力で創る 

（６）町会活動の再編とコミュニティビジネスで超少子高齢社会での持続可能な地域

コミュニティを確立する 

 

（１）プラットフォーム構築による住民の合意形成と計画策定推進 

●観光交流拠点施設の整備に向けて、先進事例の収集や視察、資金確保方策の検討を行う。 

●住民全体を対象としたワークショップと講演会を開催する。  

●施設計画案の検討・策定、整備計画提案書の策定等を進める。 

 

 

実
施
体
制 

目 
 

標 
取
組
（
２
） 

取 

組 

（
３
） 

 

（３）コミュニティ再生及び高齢者支援のための災害公営住宅

での実証実験と検証 

●災害公営住宅の入居者を対象としたワークショップを実

施する。・町会再編、管理組織、住まい方のルール、集会

所を活用した交流、高齢者の見守り 

●集会所を活用した交流活動と高齢者の見守り活動について

の実証実験をする。 

●自治会活動の先進団地（埼玉県上尾市の尾山台団地）と

の交流活動を行う。 

（２） 地域協働産業の推進に向け、仮設店舗での実証実験と

検証 

●仮設店舗を活用して、協働店舗の運営や協働特産品加工所で

の試作等を実施する。 

●仮設店舗事例や特産品づくりの視察研修を行う。 

●特産品の加工方法や販売方法を実証する 

●首都圏からの支援者による検証を実施する。 
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組
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１
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仮設店舗検討図 

観光交流拠点施設検討図 

災害公営住宅集会所 



 

 

豊間の産業・交流拠点整備の要望書を、いわき市長に提出しました 

 
 

 

豊間小学校大運動会・豊間中学校スポーツ大会の開催 

  
５月１７日（土）午前８時４５分から、豊間小中学校校庭

で、生徒たちが「太陽組」と「灯台組」に分かれて２６種目

の競技が繰り広げられました。元気いっぱいに頑張る児童・

生徒の姿に、大人たちも負けないように復興を目指さね

ば、・・・と思いを強くするひとときでした。 

(１)住民の利便性の回復と産業再生に向けた仮設店舗の開設についての要望 （施設整備と補助金の確保） 

(２)土地区画整理事業地区における産業再生・交流拠点（道の駅スタイル）の整備についての要望   

（土地区画整理内の区有地等の集約と補助金の確保） 

要 望 

内 容 

豊間区では、４月２９日の定期総会における法人化の採決を受け、いわき市に地縁団体としての認可

申請を行いました。その結果、５月２８日付で認可・公示の運びとなりました。６月１日現在の地縁団

体としての構成は、正会員８２２名・３９５世帯、賛助会員７５名という内訳となっております。この

法人化に当たりまして、多くの区民の皆様から、深いご理解とご賛同をいただき、有難うございました。 

 

 

 

 

◆ 

 

 

●Ｂさん（３号棟：２ＬＤＫ２タイプ内定） 

  ２ＬＤＫ１タイプを希望 

 

 

豊間区は、地縁団体法人として市長から認可されました  

  災害公営住宅  住戸の交換相手を探しています   

※ 前号の２６年度豊間区役員紹介欄に、高木俊明氏の総務委員就任が漏れてい

ました。欠落をお詫びいたします。 

 

●Ｆさん（２号棟２０３内定） 

同じ棟の上の階の方と交換希望 

 

 

●Ｇさん（２号棟１０５：２ＬＤＫ～２内定） 

１タイプの方と交換希望 

 

 

●Ｅさん（２号棟１０３内定） 

同じ棟の３階か４階の方と交換希望 

 

 

●Ｄさん（ペット・１０２内定） 

  同じ棟の５階か４階の方と交換希望 

 

 

●Ｃさん（３号棟２０３内定） 

同じ棟の３階か４階の方と交換希望 

 

上記の希望をお受けできる方は、ふるさと豊間復興協議会（電話：９８－６１００）までご連絡ください。

なお、交換は個人同士の話し合いで決めていただくことになっております。 

 ６月２３日、豊間区から市長に対して、「豊間区の産業再生と区所有

地の集約換地について」の要望書を提出いたしました。昨年度の住

民ワークショップの意見を取りまとめた、復興まちづくり宣言（案）  

「産業拠点、生活拠点をみんなの力で再生復興する」をもとに要望

したものです。市長は「豊間の皆様は自分達でできることは自分で

やろうと頑張ってきている姿に敬意を表します。市:としてできる

限りの取組をし、要望に応えたい」と、力強くこたえてくれました。 

しっかりとに対して、 

【地縁団体豊間区規約に定める目的】 

本区は、区民が明るくより良い生活環境を享受できるよう、区民の福祉及び文化の向

上、並びに地域の振興に向けて、次の事業をおこなうことを目的とする  

①区民の交流と生活環境の整備のための諸施策   ②地域の振興を図るための諸施策 

③土地建物等の財産の保全と活用のための諸施策  ④その他目的達成に必要な施策 


